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提案理由 

 自治功労者の表彰の基準を見直すため改正しようとする。 

 

 

 



   高山市自治功労者表彰条例の一部を改正する条例 

 高山市自治功労者表彰条例（昭和６０年高山市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（表彰の基準） （表彰の基準） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 自治功労章表彰の基準は、次のとおりとす

る。 

２ 自治功労章表彰の基準は、次のとおりとす

る。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

⑸ １５年以上町内会長の職にあつた者 ⑸ 町内会長、地区連合町内会会長、町内会

連絡協議会会長及びまちづくり協議会会長

の職に通算して１５年以上あつた者 

⑹～⑻ （略） ⑹～⑻ （略） 

３ （略） ３ （略） 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、平成３１年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の第３条第２項第５号の規定の適用については、改正前の第３条第２項第５号の職にあ

った期間並びに施行日前に地区連合町内会会長、町内会連絡協議会会長及びまちづくり協議会会

長の職にあった期間を通算するものとする。 


